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広告関係法令等参照条文（抜粋） 

〇医療法（抄）（昭和23年法律第205号） 

第三条 疾病の治療（助産を含む。）をなす場所であつて、病院又は診療所でないもの

は、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療

所に紛らわしい名称を附けてはならない。 

２ 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはなら

ない。 

３ 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい

名称を付けてはならない。 

第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その

他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段と

しての表示（以下この節において単に「広告」という。）をする場合には、虚偽の広告

をしてはならない。 

２ 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害する

ことがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。 

二 誇大な広告をしないこと。 

三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。 

四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚 生労働省令で定める基

準 

３ 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける

者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令

で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。 

一 医師又は歯科医師である旨 

二 診療科名 

三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病

院又は診療所の管理者の氏名 

四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無 

五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所

又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨 

六 第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨 
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七 地域医療連携推進法人（第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をい

う。第三十条の四第十二項において同じ。）の参加病院等（第七十条の二第二項第二

号に規定する参加病院等をいう。）である場合には、その旨 

八 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、

薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設

備又は従業者に関する事項 

九 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役

職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に

関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの 

十 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保

するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又

は診療所の管理又は運営に関する事項 

十一 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス

若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間

における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項 

十二 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定

する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関す

る事項 

十三 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項（検査、手術そ

の他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資す

るものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。） 

十四 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入

院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医

療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの 

十五 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項 

 

第六条の六 前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で

定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又

は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。 

２ 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術

に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見

を聴かなければならない。 
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４ 第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名に

つき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならな

い。 

 

第六条の七 何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法による

を問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。 

２ 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害する

ことがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

一 他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。 

二 誇大な広告をしないこと。 

三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。 

四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準 

３ 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける

者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令

で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。 

一 助産師である旨 

二 当該助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該助産所の管

理者の氏名 

三 就業の日時又は予約による業務の実施の有無 

四 入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産

所における施設、設備又は従業者に関する事項 

五 当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産

師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するもの

として厚生労働大臣が定めるもの 

六 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保

するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所

の管理又は運営に関する事項 

七 第十九条第一項に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その

他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項 

八 助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関

する事項 

九 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項 

 

第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科

医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五
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第一項から第三項まで又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当

該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務

所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。 

２ 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若し

くは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第二項若

しくは第三項又は前条第二項若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、

当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべ

き旨を命ずることができる。 

３ 第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

 

第二十八条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に

関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開

設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。 

 

第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診

療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、そ

の閉鎖を命ずることができる。 

一、二 （略） 

三 開設者が第六条の三第六項（略）の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。 

四 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。 

 

第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰

金に処する。 

一 第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項又は第七条第一項の規定

に違反した者 

二 （略） 

三 第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第二十四条、第二十八

条、第二十九条第一項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令又は処分に違

反した者 

 

第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 

一 （略） 
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二 第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定

による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項

若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避した者 

三 （略） 
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○医療法施行令（抄）（昭和23年政令第326号） 

 

第三条の二 法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとす

る。 

一 医業については、次に掲げるとおりとする。 

イ 内科 

ロ 外科 

ハ 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わ

せた名称（医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして

厚生労働省令で定めるものを除く。） 

(１) 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心

臓血管、腎臓、脳神経、神経、血液、乳腺、内分泌若しくは代謝又はこれらを

構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓

器若しくは組織の果たす機能の一部であつて、厚生労働省令で定めるもの 

(２) 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であ

つて、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの 

(３) 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若し

くは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社

会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの 

(４) 感染症、腫瘍、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病

態に分類される特定の疾病若しくは病態であつて、厚生労働省令で定めるもの 

ニ イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの 

(１) 精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人

科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、

臨床検査科又は救急科 

(２) (1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で

定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理

な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。) 

二 歯科医業については、次に掲げるとおりとする。 

イ 歯科 

ロ 歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称

（歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生

労働省令で定めるものを除く。） 

(１) 小児又は患者の年齢を示す名称であつて、これに類するものとして厚生労働

省令で定めるもの 



7 
 

(２) 矯正若しくは口腔外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯

科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令

で定めるもの 

２ 前項第一号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それ

ぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。 

一 産婦人科 産科又は婦人科 

二 放射線科 放射線診断科又は放射線治療科 
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○医療法施行規則（抄）（昭和23年厚生省令第50号） 

 

第一条の九 法第六条の五第二項第四号及び第六条の七第二項第四号の規定による広告の

内容及び方法の基準は、次のとおりとする。 

一 患者その他の者（次号及び次条において「患者等」という。）の主観又は伝聞に基

づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。 

二 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は

後の写真等の広告をしてはならないこと。 

 

第一条の九の二 法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の厚生労働省令で定める場合

は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。ただし、第三号及び第四号に掲げる要

件については、自由診療（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十

号）第七条第一項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに療養の

給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令（昭和五十一年厚生省令第三十

六号）第一条第一項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならない検査、手術そ

の他の治療をいう。以下同じ。）について情報を提供する場合に限る。 

一 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を

表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。 

二 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先

を記載することその他の方法により明示すること。 

三 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報

を提供すること。 

四 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提

供すること。 

 

第一条の九の二の二 医療法施行令（昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」とい

う。)第三条の二第一項第一号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに

定める事項とを組み合わせるに当たつては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の

区分に属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属

する事項同士を組み合わせることはできない。 

２ 前項の規定は、令第三条の二第一項第一号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療

科名と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。 

第一条の九の三 令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体

の部位、器官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機

能は、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆

のう、膵臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。 
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２ 令第三条の二第一項第一号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年

齢を示す名称は、周産期、新生児、児童、思春期、老年又は高齢者とする。 

３ 令第三条の二第一項第一号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢

方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペイ

ンクリニツクとする。 

４ 令第三条の二第一項第一号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、

性感染症又はがんとする。 

 

第一条の九の四 令第三条の二第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める不合理な

組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表

の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。 

診療科名 不合理な組み合わせとなる事

項 

内科 整形又は形成 

外科 心療 

２ 令第三条の二第一項第一号ニ(2)に規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わ

せとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に

定める事項とを組み合わせたものとする。 

診療科名 不合理な組み合わせとなる事項 

アレルギー科 アレルギー疾患 

小児科 小児、老人、老年又は高齢者 

皮膚科 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気

管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆の

う、膵臓、心臓又は脳 

泌尿器科 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血

管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十

二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳 

産婦人科 男性、小児又は児童 

眼科 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、

腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指

腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓 

耳鼻いんこう

科 

胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分

泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓 
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第一条の九の五 第一条の九の二の二第一項の規定は、令第三条の二第一項第二号ロの規

定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用す

る。 

 

第一条の十 法第六条の六第一項の規定による診療科名として麻酔科（麻酔の実施に係る

診療科名をいう。以下同じ。）につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる

事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

一 申請者の氏名、住所、生年月日、略歴、医籍の登録番号及び医籍の登録年月日 

二 申請者の従事先の名称、診療科名及び役職又は地位 

三 次に掲げる麻酔の実施に係る業務（以下「麻酔業務」という。）に関する経歴 

イ 麻酔業務を行つた期間 

ロ 麻酔を実施した症例数 

ハ 麻酔業務を行つた施設名 

ニ 麻酔の実施に関して十分な指導を行うことのできる医師（以下「麻酔指導医」

という。）の氏名 

２ 厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該医師が次の各号の

いずれかの基準を満たしていると認めるときは、法第六条の六第一項の許可を与えるも

のとする。 

一 医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練（麻酔指導医の実地の指導の

下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うことをいう。以下同じ。）を行うことのでき

る病院又は診療所において、二年以上修練をしたこと。 

二 医師免許を受けた後、二年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当

する医師として気管への挿管による全身麻酔を三百症例以上実施した経験を有して

いること。 
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〇医療法第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは

助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項（平成

19年厚生労働省告示第108号） 

 

第一条 医療法（昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。）第六条の五第三項

第九号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。 

一 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その

他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴 

二 一般社団法人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う医師又は

歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨（基本的な診療領域に係るものに限る。） 

三  次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして

厚生労働大臣に届け出た団体が行う薬剤師、看護師その他の医療従事者（医師及び歯

科医師を除く。ヘ及びリにおいて同じ。）の専門性に関する認定を受けた旨 

イ 学術団体として法人格を有していること。 

ロ 会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が当該認定に係る医療従事者である

こと。 

ハ 一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。 

ニ 外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。 

ホ 当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格（以下「資格」という。）の取得

条件を公表していること。 

ヘ 資格の認定に際して、薬剤師においては五年以上、看護師その他の医療従事者にお

いては三年以上の研修の受講を条件としていること。 

ト 資格の認定に際して適正な試験を実施していること。 

チ 資格を定期的に更新する制度を設けていること。 

リ 会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。 

第二条 法第六条の五第三項第十三号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとお

りとする。 

一 診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）に規定する検査、手

術その他の治療の方法 

二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養（平成十八年厚生労働

省告示第四百九十五号）に規定する検査、手術その他の治療の方法 

三 分娩（第一号に係るものを除く。） 

四 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第七条第一項に規

定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付並びに公費負担医療に係る給付
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（以下「医療保険各法等の給付」という。）の対象とならない検査、手術その他の治

療の方法のうち、第一号又は第二号の方法と同様の検査、手術その他の治療の方法

（ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場

合に限る。） 

五 医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法

律第百四十五号）に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品、医療機器又は再生医療

等製品を用いる検査、手術その他の治療の方法（ただし、医療保険各法等の給付の対

象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。） 

第三条 法第六条の五第三項第十四号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとお

りとする。 

一 当該病院又は診療所で行われた手術の件数（ただし、前条各号に掲げる手術に係る

ものに限る。） 

二 当該病院又は診療所で行われた分娩の件数 

三 患者の平均的な入院日数 

四 居宅等における医療の提供を受ける患者（以下「在宅患者」という。）、外来患者

及び入院患者の数 

五 平均的な在宅患者、外来患者及び入院患者の数 

六 平均病床利用率 

七 治療結果に関する分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨 

八 セカンドオピニオンの実績 

九 患者満足度調査を実施している旨及び当該調査の結果を提供している旨 

第四条 法第六条の五第三項第十五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとお

りとする。 

一 健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨 

二 船員保険病院又は船員保険診療所である旨 

三 国民健康保険病院又は国民健康保険診療所である旨 

四 法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所である旨 

五 当該病院又は診療所における第一条第一号の医療従事者以外の従業者の氏名、年 

齢、性別、役職及び略歴 

六 健康診査の実施 

七 保健指導又は健康相談の実施 

八 予防接種の実施 

九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十 

七項に規定する治験に関する事項 

十 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）に基づく介護サービスを提供するための



13 
 

事業所若しくは施設又は法第四十二条第一項各号（第三号を除く。）に掲げる業務

（以下この号において「医療法人の付帯業務」という。）を専ら行うための施設であ

り、かつ、病院又は診療所の同一敷地内に併設されているものの名称及び提供する介

護サービス又は医療法人の付帯業務 

十一 患者の受診の便宜を図るためのサービス 

十二 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法

（平成二十年厚生労働省告示第九十三号）に基づく機能評価係数Ⅱにおいて公表した

場合に評価される病院情報 

十三 開設者に関する事項 

十四 外部監査を受けている旨 

十五 財団法人日本医療機能評価機構（平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能

評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。）が行う医療機能評価の結

果（個別の審査項目に係るものを含む。） 

十六 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の

産科医療補償約款を定め、それに基づく補償を実施している旨 

十七 財団法人日本適合性認定協会（平成五年十一月一日に財団法人日本適合性認定協

会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。）の認定を受けた審査登録機関に

登録をしている旨 

十八 Joint Commission International（平成六年にJoint Commission International 

という名称で設立された医療の評価機関をいう。）が行う認定を取得している旨（個

別の審査項目に係るものを含む。） 

十九 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第三十七条の二第二項第

一号に規定する特定行為を同項第二号に規定する手順書により行う看護師が実施して

いる当該特定行為に係る業務の内容 

二十 前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項 

 

附 則〔令和三年九月二七日厚生労働省告示第三四七号〕 

（適用期日） 

第一条 この告示は、令和三年十月一日から適用する。 

（経過措置） 

第二条 この告示による改正前の医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に

基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広

告することができる事項（次項において「旧告示」という。）第一条第二号に掲げる認定

を受けた旨（この告示の適用の日までに同号に規定する届出をした団体が行った、又は行

う医師及び歯科医師の専門性に関する認定に係るものに限る。）については、当分の間、

なお従前の例により広告することができる。 
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２ 前項の規定にかかわらず、この告示による改正後の医療法第六条の五第三項及び第六

条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若し

くは助産所に関して広告することができる事項（以下この項において「新告示」という。）

第一条第二号に規定する認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあって

は、当該認定を受けた医師又は歯科医師の、当該認定に係る専門性と同一の基本的な診療

領域に該当する専門性について、旧告示第一条第二号に掲げる認定を受けた旨を広告し

てはならない。ただし、当該専門性について、この告示の適用の際現に旧告示第一条第二

号に掲げる認定を受けた旨について広告しているときは、新告示第一条第二号に掲げる

認定を受けた旨について広告するまでの間は、この限りでない。 




